
 
 

平成 21 年５月 15 日 

各位 

会 社 名 天昇電気工業株式会社 

代表者名 取締役社長 安藤 武彦 

（コード番号 ６７７６ 東証２部） 

                          問合せ先 常務取締役経理部長 

                                横山 彰 

                          （TEL ０４２－７８８－１８８０） 

 

  定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 21 年５月 15 日開催の取締役会において、[定款の一部変更の件]を平成 21 年６

月 26 日開催予定の第 83 期定時株主総会に附議することを決議いたしましたので、下記のとおり

お知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

   「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改

正する法律」（平成 16 年法律第 88 号。以下[決済合理化法]といいます。）が、平成 21 年１

月５日に施行されたことに伴い、当社は同日を持って株券を発行する旨の定めを廃止する定

款変更決議をしたものとみなされておりますので、当該規定を削除するとともに、その他不

要となった単元未満株券の不発行、実質株主及び実質株主名簿に関する規定、文言の削除、

条数の変更等所要の変更をおこなうものであります。 

なお、株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して 1年を経過す

るまで株主名簿管理人が株券喪失登録に係る事務を取り扱いますので、経過措置として、そ

の旨附則を設けるものであります。（現行定款第 8 条の削除、変更案第８条～11 条、第 48

条、第 49 条、附則第１条～３条） 

 

２．変更の内容 

  変更の内容は、別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催日   平成 21 年６月 26 日（金） 

  定款変更の効力発生日        平成 21 年６月 26 日（金） 

以上 

 
 
 



別紙（定款の変更内容） 

（下線は変更箇所） 
現行定款 変更案 

第１章 総 則 第１章 総 則 
  

第 １条～第 ４条 （条文省略） 第 １条～第 ４条 （現行どおり） 
  

第２章 株 式 第２章 株 式 
  

第 ５条～第 ７条 （条文省略） 第 ５条～第 ７条 （現行どおり） 
（株券の発行）  
第 ８条 当会社は株式に係る株券を発行す

る。 
          （削除） 

② 前項の規定に係らず、当会社は単元
未満株式に係る株券を発行しないこ
とができる。 

 

（単元未満株主の権利制限） （単元未満株主の権利制限） 
第 ９条 当会社の単元未満株式を有する株主

（実質株主を含む。以下同じ。）
は、以下に掲げる権利以外の権利を
行使することができない。 

第 ８条 当会社の単元未満株式を有する株主
は、以下に掲げる権利以外の権利を行
使することができない。 

② 会社法第１８９条第２項各号に掲げ
る権利 

② 会社法第１８９条第２項各号に掲げ
る権利 

③ 取得請求権付株式の取得を請求する 
権利 

③ 取得請求権付株式の取得を請求する
権利 

④ 株主の有する株式数に応じて募集株
式または募集新株予約権の割当てを
受ける権利 

④ 株主の有する株式数に応じて募集株
式または募集新株予約権の割当てを
受ける権利 

（株主名簿管理人） （株主名簿管理人） 
第１０条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 第 ９条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

② 株主名簿管理人およびその事務取扱
場所は、取締役会の決議によって選
定し、公告する。 

② 株主名簿管理人およびその事務取扱
場所は、取締役会の決議によって選定
し、公告する。 

③ 当会社の株主名簿（実質株主名簿を
含む。以下同じ。）、株券喪失登録簿
および新株予約権原簿は、株主名簿
管理人の事務取扱場所に備え置き、
株主名簿、株券喪失登録簿および新
株予約権原簿への記載または記録、
単元未満株式の買取り、その他株式
ならびに新株予約権に関する事務は
株主名簿管理人に取扱わせ、当会社
においては取扱わない。 

   ③ 当会社の株主名簿および新株予約権
原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場
所に備え置き、その他株式に関する事
務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会
社では取扱わない。 

（株式取扱規則） （株式取扱規則） 
第１１条 当会社が発行する株券の種類ならび

に株主名簿、株券喪失登録簿および
新株予約権原簿への記載または記
録、単元未満株式の買取り、その他
の株式または新株予約権に関する取
扱い、株主の権利行使に際しての手
続き等および手数料ついては、法令
または定款に定めるもののほか、取
締役会において定める株式取扱規則
による。 

第１０条 当会社の株式に関する取扱いは、法令
または本定款のほか、取締役会におい
て定める株式取扱規則による。 

（基準日） （基準日） 
第１２条 当会社は、毎年３月３１日の最終の

株主名簿に記載または記録された議
決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会におい
て、権利を行使することができる株
主とする。 

第１１条 当会社は、毎年３月３１日の最終の株
主名簿に記録された議決権を有する
株主をもって、その事業年度に関する
定時株主総会において、権利を行使す
ることができる株主とする。 



 

 （下線は変更箇所） 
現行定款 変更案 

② 前項のほか必要がある場合は、あら
かじめ公告して臨時に基準日を定め
ることができる。 

   ② 前項のほか必要がある場合は、あらか
じめ公告して臨時に基準日を定める
ことができる。 

  
第３章 株主総会 第３章 株主総会 

  
第１３条～第１８条 （条文省略） 第１２条～第１７条 （現行どおり） 
  

第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会 
  

第１９条～第３２条 （条文省略） 第１８条～第３１条 （現行どおり） 
  

第５章 監査役および監査役会 第５章 監査役および監査役会 
  

第３３条～第４３条 （条文省略） 第３２条～第４２条 （現行どおり） 
  

第６章 会計監査人 第６章 会計監査人 
  

第４４条～第４７条 （条文省略） 第４３条～第４６条 （現行どおり） 
  

第７章 計 算 第７章 計 算 
  

第４８条      （条文省略） 第４７条      （現行どおり） 

（剰余金の配当） （剰余金の配当） 
第４９条 剰余金の配当は、株主総会の決議に

より毎年３月３１日現在の最終の株
主名簿に記載または記録された株主
もしくは登録株式質権者に支払うも
のとする。 

第４８条 剰余金の配当は、株主総会の決議によ
り毎年３月３１日現在の最終の株主
名簿に記録された株主もしくは登録
株式質権者に支払うものとする。 

（中間配当金） （中間配当金） 
第５０条 当会社は、取締役会の決議によって

毎年９月３０日の最終の株主名簿に
記載または記録された株主または登
録株式質権者に対し、会社法第４５
４条第５項に定める剰余金の配当
（以下「中間配当金」という。）をす
ることができる。 

第４９条 当会社は、取締役会の決議によって毎
年９月３０日の最終の株主名簿に記
録された株主または登録株式質権者
に対し、会社法第４５４条第５項に定
める剰余金の配当（以下「中間配当金」
という。）をすることができる。 

第５１条      （条文省略） 第５０条      （現行どおり） 
  
（新設） （附則） 

 第 １条 当会社の株主喪失登録簿の作成およ
び備置きその他の株券喪失登録簿
に関する事務は、これを株主名簿管理
人に委託し、当会社においては取り扱
わない。 

 第 ２条 当会社の株券喪失登録簿への記載ま
たは記録は、法令または本定款のほ
か、取締役会の定める株式取扱規定に
よる。 

 第 ３条 附則第１条から本条までの規定は、平
成２２年１月５日まで有効とし、平成
２２年１月６日をもって第１条から
本条を削るものとする。 


